
　令和 8 年第 1 回月形町議会定例会が、次の日程で
開催される予定です。
  傍聴するための手続きは簡単で、傍聴人受付票に
住所と氏名を記入するのみです。

第１回定例会開催のお知らせ
傍聴へお気軽においでください

日　時　　3 月 ３ 日㈫～ 3 月 19 日㈭ 
　　　　　午前 10 時から

※日程は休会を含め都合により変更
する場合がありますのでご承知お
きください

場　所　　役場 3 階議場

問合せ先 議会事務局☎ 53・2321（内線 372）
E メール：gikai@town.tsukigata.hokkaido.jp

くらし

電
気
ご
使
用
開
始

に
は
通
電
（
遠
隔

操
作
）
が
必
要
と

な
り
ま
す

　
5
月
か
ら
、
引
越
し
な
ど
に
よ

る
電
気
の
使
用
は
、
電
力
会
社
へ

の
使
用
開
始
手
続
き
後
に
、
ほ
く

で
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
る
（
遠

隔
操
作
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　
電
気
の
使
用
が
決
ま
っ
た
ら
電

力
会
社
へ
早
め
の
手
続
き
を
お
忘

れ
な
く
。

問
合
せ
先　
ほ
く
で
ん
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
株
式
会
社
岩
見
沢
支
店
☎

０
１
２
０
・
０
６
・
０
４
０
８

（
音
声
ガ
イ
ダ
ン
ス
5
を
選
択
）

くらし

水
道
の
凍
結
に
ご

注
意
く
だ
さ
い

　
寒
さ
が
厳
し
く
な
る
と
日
中
で

も
水
道
管
の
凍
結
や
破
損
の
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。

　
水
道
管
が
凍
結
し
た
際
の
修
理

費
用
は
自
己
負
担
と
な
り
、
破
損

に
伴
い
流
れ
た
水
量
に
つ
い
て
も

料
金
が
発
生
し
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
水
道
に
関
す
る
工
事
は
、

月
新
水
道
企
業
団
が
指
定
す
る
指

定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
が
行
う

こ
と
と
な
り
ま
す
。

　
連
絡
は
各
家
庭
で
直
接
事
業
者

ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

●
こ
ん
な
時
は
要
注
意

・
氷
点
下
4
度
以
下

・
家
を
留
守
に
す
る
な
ど
、
長
期

間
水
道
を
使
用
し
な
い
と
き

・
真
冬
日
（
1
日
中
外
気
温
が
氷

点
下
の
日
）
が
続
い
た
と
き

●
自
分
で
で
き
る
対
策
例

・
水
抜
き
栓
で
の
水
抜
き

・
水
道
管
に
保
温
材
を
巻
く

※
月
新
水
道
企
業
団
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
は
左
記
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
よ
り
ご
確
認
く
だ
さ
い

問
合
せ
先　
月
新
水
道
企
業
団
☎

53
・
２
３
６
５

まちの
お知らせ

　毎年、2月7日は「北方領土の日」です。
　この日を中心とする1月21日から2月20日までの1
カ月間を「北方領土の日特別啓発期間」と設定し、
全道各地においてさまざまな返還要求運動が展開さ
れます。
　北方領土の早期返還を実現するためには、皆さん
一人ひとりの協力が必要です。月形町では特別啓発
期間中、役場庁舎町民サロ
ンに「北方領土返還要求署
名コーナー」を設置してい
ます。
　役場にお立ち寄りの際は
署名にご協力をお願いしま
す。

北方領土復帰期成同盟空知地方支部

くらし

石
綿
に
よ
る
疾
病

の
労
災
補
償
・
救

済
に
つ
い
て

　
中
皮
腫
や
肺
が
ん
な
ど
を
発
症

し
、
そ
れ
が
労
働
者
と
し
て
石
綿

ば
く
露
作
業
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
が
原
因
で
あ
る
と
み
と
め
ら
れ

た
場
合
に
は
、
労
働
者
災
害
補
修

保
険
法
に
基
づ
く
各
種
保
険
給
付

や
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済

に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
特
別
遺

族
給
付
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

　
石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
石
綿
を

吸
っ
て
か
ら
非
常
に
長
い
年
月
を

経
て
発
症
す
る
こ
と
が
大
き
な
特

徴
で
す
。

　
中
皮
腫
な
ど
で
亡
く
な
ら
れ
た

方
が
過
去
に
石
綿
業
務
に
従
事
さ

れ
て
い
た
場
合
に
は
、
労
災
保
険

給
付
金
な
ど
の
支
給
対
象
と
な
る

可
能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
最
寄

り
の
労
働
基
準
監
督
署
ま
た
は
北

海
道
労
働
局
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先　
北
海
道
労
働
局
労
働

基
準
部
労
災
補
償
課
☎
０
１
１

･

７
０
９･

２
３
１
１

55 22 月月広報つきがた� ２０２６広報つきがた� ２０２６



催　し

札
沼
線
お
も
い
で

写
真
展
２
０
２
６

の
開
催
に
つ
い
て

　
令
和
2
年
4
月
に
ラ
ス
ト
ラ
ン

を
終
え
た
Ｊ
Ｒ
札
沼
線
の
「
お
も

い
で
写
真
展
」
を
次
の
と
お
り
開

催
し
ま
す
。

　
札
沼
線
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の

写
真
な
ど
１
０
０
点
以
上
を
展
示

し
、
期
間
中
の
土
日
に
は
、
鉄
道

模
型
、
当
時
使
用
し
て
い
た
鉄
道

物
品
の
展
示
や
当
時
の
映
像
を
放

映
し
ま
す
。

〇
写
真
展
示

期
間　
2
月
20
日
㈮
～
3
月
29
日

㈰
場
所　
は
な
工
房
1
階

〇
鉄
道
模
型
・
鉄
道
物
品
展
示
・

Ｄ
Ｖ
Ｄ
放
映

期
間　
2
月
21
日
㈯
・
22
㈰
・
3

月
7
日
㈯
・
8
日
㈰
・
21
日
㈯
・

22
日
㈰

時
間　
午
前
11
時
～
午
後
3
時
30

分
場
所　
は
な
工
房
工
芸
室

※
来
場
者
特
典
を
抽
選
で
お
配
り

り
し
ま
す

　
札
沼
線
が
走
っ
て
い
た
当
時
を

写
真
と
と
も
に
思
い
出
し
て
み
ま

せ
ん
か
。

問
合
せ
先　
企
画
振
興
課
地
域
振

興
係
☎
53
・
２
３
２
５

月 形 花 図 鑑
　こんにちは。月形町地域おこし協力隊の石原絢子です。
　こちらのコーナーでは、月形町で生産されているお花を詳しくご紹介しています。
　今回は、前回に引き続き「ユリ」について掘り下げていきます。
　月形町で昨年生産されたユリの品種は13品種で、なかでも「シベリア」は認知度の高い品種ではないでしょう
か。白く清らかな花姿と開花後の甘い香り、しっかりとした上向きに咲く花姿に、花首も丈夫で扱いやすさを感じ
ます。白いユリを仕入れる際、「カサブランカ」よりも「シベリア」を選ぶことが多いです。
　この「シベリア」は日本原産のユリがヨーロッパに渡り、品種改良を経て誕生した「オリエンタル・ハイブリッド」
の一種です。その歴史は、江戸時代末期にシーボルトらによって、日本のユリがヨーロッパに持ち帰られたことに
始まります。「シベリア」はその改良された品種の1つです。
　日本でユリの交配が始まったのは江戸時代と考えられ、1695年に記された「花

か
壇
だん
地
じ
錦
きん
抄
しょう
」には、すでに37種

の栽培品種が載っていたそうです。この品種が今もこうして残っていることに感動を覚えます。
　古来から日本人に親しみのあるユリですが、白いユリはヨーロッパでも昔から大切な存在でした。それは紀元
前からのようで、結婚式では花嫁が白ユリの花冠を頭に飾ったそうです。
　キリスト教が勢力を広げてからは少しずつ意味合いが変化し、聖母マリアの純潔やイエスの死の象徴とされた
ようです。そのことからフランス国王は自らのシンボルをユリにし、自身が敬

けい
虔
けん
なキリスト教徒であることを示し

たのだとか。このユリの紋章を「フルール・ド・リス」といい、フランス軍の盾や紋章のデザインに多く使われ
たそうです。現代でもお庭のフェンスの先やオブジェに、このフルール・ド・リスのモチーフは人気ですね。
　花言葉と「ユリ」の名前の由来についても見てみましょう。
　ユリ全般に共通する花言葉は「純粋、威厳、無

む
垢
く
」。やはり聖母マリアやフランス王家、日本の神事に纏

まつ
わる

もののようです。この花言葉からウェディングブーケにご希望される花嫁も多いですね。白いユリだけのブーケは
エレガントでとっても素敵です。
　また、「ユリ」の名前の由来ですが、特に原種のユリの花は茎が細く花が大きく、風に吹かれて揺れる様子から
「揺すり」と呼ばれていたそうです。それが「ユリ」に変化したという説がひとつ。
　もうひとつは、ユリの根の球根（鱗

りん
茎
けい
）が何枚も重なり合っており、その鱗

りん
片
ぺん
を一枚ずつ剥がすと100枚ほど

になることから、「百の根が合わさる」という意味で「百合」という漢字が当てられたという説です。
　また、鱗

りん
片
ぺん
が「寄り集まっている」様子から「寄り」が「ゆり」に変化したといった説もありました。どれにしても「な

るほど」と納得してしまいますね。
　北海道では百合根をいただくことも多く、とても親しみのあるユリのお花。調べてみるともっともっと深堀りし
たい内容が見つかりました。皆さんもお時間のあるときに、ぜひ、ユリについて深堀りしてみてください！また、
ユリは出荷時、蕾の硬い状態なので、さまざまな品種の開花後の姿はなかなか多く見られないものです。もし、
近隣の生産者さんからユリを受け取ることがあれば、ぜひ、品種名も教えていただいて、長く楽しんでくださいね。

⑩ その2
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問合せ先 保健福祉課保健係☎ 53・3155　E メール：hoken@town.tsukigata.hokkaido.jp

　
4
月
か
ら
保
健
セ
ン
タ
ー
で
「
つ
き

が
た
健
康
麻
雀
」
を
始
め
ま
す
。

●
3
つ
の
約
束

　
つ
き
が
た
健
康
麻
雀
は
、
次
の
3
点

を
守
っ
て
楽
し
く
行
う
も
の
で
す
。

①
お
金
を
賭
け
な
い

②
タ
バ
コ
を
吸
わ
な
い

③
お
酒
を
飲
ま
な
い

●
健
康
麻
雀
で
期
待
さ
れ
る
効
果

　
健
康
麻
雀
は
、
指
先
や
頭
を
使
う
こ

と
で
脳
を
鍛
え
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
と
な

り
認
知
症
予
防
に
効
果
的
だ
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
楽
し
く
お
し
ゃ
べ

り
を
し
な
が
ら
行
う
こ
と
で
笑
う
こ
と

も
増
え
脳
が
3
歳
若
返
る
と
い
う
研
究

結
果
が
出
て
い
ま
す
。

●
気
軽
に
参
加
を

　
麻
雀
を
や
っ
た
こ
と
が
な
い
方
で
も
、

丁
寧
に
教
え
て
く
れ
る
ス
タ
ッ
フ
が
お

り
ま
す
の
で
、
安
心
し
て
参
加
く
だ
さ

い
。

日　
時　
毎
月
第
2
水
曜
日 

午
後
１

時
半
～
午
後
4
時

場　
所　
保
健
セ
ン
タ
ー

対　
象　
月
形
町
に
居
住
す
る
60
歳
以

上
の
方

参
加
費　
無
料

申　
込　
不
要

問
合
せ
先　

保
健
福
祉
課
保
健
係
☎

53
・
３
１
５
５ 

Ｅ
メ
ー
ルhoken@

tow
n.tsukigata.hokkaido.jp

◀
市
南
１
の
児
玉
義
昌
さ
ん
に

制
作
し
て
い
た
だ
い
た
テ
ー

ブ
ル
。
点
棒

を
置
く
た
め

の
棚
付
き
で

す

◀
市
北
１
の
吉
田
貢
祐
さ
ん
に

寄
附
し
て
い
た
だ
い
た
麻
雀

牌
一
式
。
他

に
も
町
内
の

方
か
ら
麻
雀

マ
ッ
ト
や
花

札
な
ど
ご
寄

附
い
た
だ
き

ま
し
た

　
制
作
お
よ
び
寄
附
に
ご
協
力
い
た
だ

き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

つ
き
が
た
健
康
麻
雀
に

�

参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

健康に関するアンケート調査へのご協力をお願いします
　保健福祉課では、町民の皆さんの健康づくりに役立てるため、アンケート調査を実施しています。
　いただいたご意見は、今後の健康づくり事業の参考とさせていただきますので、ぜひご協力をお願いし
ます。

調査期間
　1月中旬～ 2月27日㈮まで

対 象 者
①0歳～就学前の乳幼児の保護者
②月形小学校に在籍する小学生の保護者
③月形中学校に在籍する中学生とその保護者
④月形町内の高校生とその保護者
⑤高校生を除く18歳以上の町民のうち無作為に抽出された800名

回答方法
　次のいずれかの方法でご回答ください。
①webアンケート：対象者アンケートの二次元コード、またはURLからアクセス
②紙アンケート：対象となる方には学校などからの配布または、郵送しています
※回答内容は統計的に処理し、個人が特定されることはありません。集計結果は広報紙やホームページで

の公表を予定しています
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募集種目 受験資格 受付期限

第8回自衛官
候補生

18歳以上33歳未満の方
（32歳の方は、採用予
定月末日現在、33歳に
達していない方）

令和8年
2月19日

問合せ先 月新水道企業団☎53・2365
E メール：suido@town.tsukigata.hokkaido.jp

水道管漏水の早期発見に
ご協力ください

　月新水道企業団では、水道管漏水の早期発見に努
めております。お住まいの地域で「もしかしたら漏
水では？」と思われる箇所がありましたら、ご連絡
をお願いします。

～漏水発見のポイント～
・雨や雪が降った後

にずっと同じ場所
に水が溜まってい
る

・最近、水の出が弱
くなった気がする

　
3
年
に
1
度
の
民
生
委
員
・
児

童
委
員
お
よ
び
主
任
児
童
委
員
の

一
斉
改
選
が
行
わ
れ
、
令
和
7
年

12
月
1
日
か
ら
一
部
地
域
の
担
当

民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び
主

任
児
童
委
員
が
変
更
に
な
り
ま
し

た
。

　
民
生
委
員
・
児
童
委
員
お
よ
び

主
任
児
童
委
員
は
、
地
域
住
民
の

暮
ら
し
を
支
え
る
相
談
役
で
、
地

域
の
中
で
皆
さ
ん
と
一
緒
に
生
活

し
な
が
ら
、
暮
ら
し
の
中
の
不
安

や
悩
み
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
た

り
、
解
決
す
る
た
め
の
お
手
伝
い

を
し
て
い
ま
す
。

　
新
た
に
民
生
委
員
・
児
童
委
員
、

主
任
児
童
委
員
に
な
ら
れ
た
方
お

よ
び
再
任
さ
れ
た
方
の
担
当
地
域

は
表
の
と
お
り
で
す
。

問
合
せ
先　
保
健
福
祉
課
地
域
福

祉
係
（
保
健
セ
ン
タ
ー
内
）
☎

53
・
３
１
５
５

民
生
委
員
・
児
童
委
員
を
紹
介
し
ま
す

NO 委員 新任 住　所 氏　　　名 担当区域

1

民生委員
児童委員

札比内2 残　間　孝　子
（任期：令和8年3月末まで）

新宮1・2、札比内2・3

2 〇 南札比内1 山　田　　　肇 南札比内1・2・3
3 豊ケ丘2 上　葛　トシ子 新富1・2、豊ヶ丘1・2、厚栄
4 北農場1 東　出　真由美 北農場1（北農沢川以南、国道以東）

5 〇 北農場1 藤　井　和　恵 北農場3・1（北農沢川以北、国道以西）、
（月形緑苑）

6 赤川1 上　野　麻里子 赤川1
7 市北6 板　垣　美千代 市北6、新生
8 市北5 松　山　俊　子 市北1・2・3・4・5
9 〇 赤川3 工　藤　俊　二 市北8・9、赤川3・4、（友朋の丘）
10 市南4 對　馬　照　巳 市南1・2・4、農事会
11 麻生 新　村　喜代美 市南3・5、麻生、（愛光園）
12 南耕地1 大　関　博　子 南耕地1・2・3、月ヶ杜、昭栄、中野
13 知来乙2 瀧　澤　　　剛 知来乙1・2・3、北郷

14 月ヶ岡 伊　藤　千賀子 月ヶ岡、新田、南新田、新栄、五耕
地山、（藤の園）、（雪の聖母園）

15 主任児童委員 北農場1 本　多　裕　子 町内全域
16 〇 月ヶ岡 東　出　亜由美 町内全域
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問合せ先 住民課戸籍保険係☎ 53･2323　E メール :kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp

　1月5日、令和8年月形消防出初式が開催されました。出初式は年頭
にあたり消防団員や消防職員が一堂に会し、地域の安心・安全を守る
決意と防災意識の高揚を目的に毎年開催されています。厳寒のなか、
月形支署前で集合整列・敬礼をおこない、消防職団員と消防車両が市
街地中心部を分列行進しました。その後の式典では、消防業務に貢献
された消防団員への表彰が行なわれ、本年も「安全、安心のまちづく
り」を更に目指していくことを誓いました。受章者は次のとおりです。

月形消防出初式開催

各種表彰受章者
◆岩見沢分会勤続章
　勤続章（25年）
　　鈴木　哲也、吉田　俊輔、松本　　潤
　勤続章（15年）
　　岡　　浩之、上葛　　徹
◆月形消防団長表彰
　　吉田　昌代、辻󠄀　裕哉、吉田　和朗

◆北海道知事表彰
　勤労章（20年）　　相田　晶仁
　表彰状（10年）
　　東出　明美、佐藤　達也、野崎　大輔
◆北海道消防協会長表彰
　勤続章（20年）　　相田　晶仁
　勤続章（10年）
　　佐藤　達也、野崎　大輔
◆空知地方支部長表彰
　勤続章（25年）
　　鈴木　哲也、吉田　俊輔、松本　　潤

■高額介護合算療養費とは
　世帯で1年間（8月1日～翌年7月31日）の医療費と介護サービス費の両方の自己負担額を合算して、基準
額（世帯の限度額）を超えた場合には、申請により、その超えた額が支給されます。
　支給対象となる方には毎年3月から4月頃に申請のお知らせをお送りします。
●医療費、または介護サービス費の自己負担額のいずれかが0円の場合は対象となりません
●基準額を超える額が500円以下の場合は、支給の対象となりません
●新たに後期高齢者医療制度に加入された方、北海道外から転入された方など、申請のお知らせをお送り
できない場合があります

◆令和６年度分計算期間
　令和6年8月1日～令和7年7月31日

◆令和6年度分負担割合
負担割合 区　　　分 基準額（世帯の限度額）

3割 現役並み所得者
【課税所得690万円以上】212万円
【課税所得380万円以上】141万円
【課税所得145万円以上】67万円

2割 一定以上所得者 56万円

1割
一　　　　　般

住民税非課税世帯 区 分Ⅱ（※1） 31万円
区 分Ⅰ（※2） 19万円

※1世帯全員が住民税非課税で区分Ⅰに該当しない方
※2世帯全員が住民税非課税であり、世帯全員の所得が0円（公的年金控除は80万円を適用。給与所得があ
る場合、その金額から10万円を控除）、または老齢福祉年金を受給している方

後期高齢者医療制度のお知らせ
～高額介護合算療養費について～
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申請・問合せ先 保健福祉課高齢者支援係（保健センター内）☎ 53・3155
E メール :korei@town.tsukigata.hokkaido.jp

～除雪費用の一部を助成します～
高齢者世帯等除雪費助成事業のお知らせと利用方法について

1 事 業 概 要
　除雪を自力で行うことが困難な高齢者などの世帯に対し、町の受託事業者名簿に登録された事業者などに
委託した除雪費用の一部を町が助成します。

2 助成対象世帯
⑴　町内に居住し、次のいずれかに該当する世帯主が助成対象です。
①世帯全員が70歳以上の世帯
②ふれあい見守り推進事業の対象世帯
③障がい者が属する世帯（18歳以上70歳未満の当該障がい者以外の方が同居する世帯を除く）
④ひとり親世帯（ひとり親と18歳未満の子だけで構成する世帯）
⑤世帯員の病気やけがなどのため、一時的に支援が必要と認められる世帯
⑥その他町長が認める世帯
⑵　次のいずれかに該当する場合は助成対象外です。
①同一住居に世帯を別にする70歳未満の者が同居している世帯
②本助成事業以外で除雪に関する補助を受けている、または補助を受ける予定がある世帯
　（月形町私道除雪費補助世帯は除く）
③町の公租公課を滞納している世帯

3 助成対象範囲
　家屋などが所在する敷地内の除雪および排雪

4 助 成 額 な ど
⑴　除雪の委託に要する費用の1/2（千円未満切捨て）
⑵　2万円が助成上限額（1シーズン1回限りの申請）

5 申 請 期 日
　随時申請受付中　※利用希望の方はお早めに申請してください

６ 利 用 方 法
⑴　利用希望の方は、事前登録が必要なため「利用申請書」を保健センターへ提出してください。
　※申請書は保健センターでお渡ししています
⑵　申請後、町から「利用決定通知書」・「助成金交付申請書」・「受託事業者名簿」を送付します。
　※利用できない方にはその旨を通知いたします
⑶　「助成金交付申請書」・「振込先通帳」・「契約書」・「領収書」を、3月31日までに保健センターへ提出して
ください。提出された書類を確認後、指定口座へ振り込みます。（印鑑必要）

　※振込先通帳、契約書、領収書は写しを提出してください

この制度を利用するには申請が2回必要となります。
　　1回目 ⇒ 事前登録申請
　　2回目 ⇒ 助成金交付申請	 	 ※印鑑、振込先通帳・契約書・領収書の写しが必要
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提出・問合せ先 月形町農業委員会事務局　☎ 53・2324　FAX53・3190
〒061-0592　樺戸郡月形町1219番地　Eメール：nogyoiinkai@town.tsukigata.hokkaido.jp

　農業委員会は、農地の権利移動や担い手への農地の集約など、農業者の皆さんに直接関係のある農業全
般に関する重要な事項について、さまざまな仕事を行う行政機関です。
　現在の農業委員の任期が令和8年7月19日をもって満了を迎えるため、次のとおり次期農業委員候補者の
募集（推薦および公募）を行います。

月形町農業委員会委員を募集します

■募集人員　11名
■任用期間
　令和8年7月20日～令和11年7月19日の3年間
■農業委員の身分　月形町の特別職の非常勤職員
■主な職務内容

⑴ 農地の権利移動などの申請許可、決定などの
審査のための委員会の会議への出席（原則月1
回）

⑵ 担い手への農地の集積・集約化
⑶ 耕作放棄地の発生防止、解消のための活動
■委員報酬　月額40,000円
■推薦および応募方法・手続き
　規定の様式に必要事項を記入のうえ、郵送または
持参にて、提出してください。なお、持参の場合は、
役場の開庁時間内（8時30分～ 17時15分）に提出を
お願いします。

⑴ 地区または全域からの推薦の場合…様式第1号
⑵ 農業者または農業者が組織する団体からの推

薦の場合…様式第2号
⑶ 個人による応募の場合…様式第3号

■推薦を受ける方および応募する方の資格
　農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適
化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に
属する事項に関し、その職務を適切に行うことがで

募　　集　　内　　容
きる方で次のすべてに該当する方

⑴ 月形町に住所を有する方（ただし特別な事情
がある場合にはこの限りではありません）

⑵ 他の公職に就いており、関係法令などで兼職
が禁止されていない方（例：教育委員、公平
委員、固定資産評価審査委員は兼職が禁止さ
れています）

⑶ 月形町職員ではない方
⑷ 次の①、②いずれにも該当しない方

①破産手続き開始の決定を受けて復権を得な
い方

②拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終
えるまで、またはその執行を受けることが
なくなるまでの方

■受付期間
　3月3日㈫～ 30日㈪まで
※書類の提出期間は延長する場合があります。その

場合は、受付期間最終日以降に月形町ホームペー
ジや公式LINEなどでお知らせいたします

■選任方法
　月形町農業委員候補者評価委員会による書類審査
や、必要に応じて面接などを行う場合もあります。
※法律の規定などにより選考に当たっては、次のよ

うな条件があります
⑴ 認定農業者などが過半数を占めること
⑵ 農業委員会の所掌事務に関し、利害関係のな

い方（農業に従事していない方）を1人以上含
めること

▲様式1 ▲様式2 ▲様式3
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� （単位：円 /10a）
区　分 田 畑

平　均 11,433円 2,875円

最　高 13,822円 5,000円

最　低 6,402円 2,000円

契約物件 22件 8件
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　国民健康保険は、被保険者の皆さんから納めていただいた保険税や国・道の補助金で運営されています。
　生活習慣病をはじめとする長い治療期間を必要とする慢性疾患の増加や医療の高度化に伴って、医療費が増
加する傾向にあります。
　国民健康保険は、加入する皆さんが安心して医療を受けるための大切な制度です。国民健康保険を健全に運
営し、これからも皆さんが安心して医療を受けられるよう、医療費の適正化にご理解とご協力をお願いします。
○医療費適正化に向けた月形町の取り組み
1　月形町国民健康保険に加入している皆さんのレセプト情報の点検を行い、正しい請求が行われているか点検

しています。また、受診や服薬の状況を確認し、同様の病気で複数の医療機関を受診している方（重複受診）、
同じ医療機関を受診する回数が多い方（頻回受診）、複数の医療機関から同時期に類似している薬効のお薬
を処方されている方（重複処方）、必要以上に多くの種類のお薬を処方されている方（多剤処方）に対し保
健指導を行っています。

2　特定健診の結果に基づき、医療機関への受診の勧奨や、生活習慣の改善に向けた保健指導を行っています。
また、生活習慣病の予防と改善を目的とした健康教室などの保健事業を行っています。

3　ジェネリック医薬品の利用を推進しています。ジェネリック医薬品希望シールの配付やジェネリック医薬品
に切り替えた場合、自己負担額が安くなる方への「ジェネリック（後発）医薬品差額通知」を6月と12月に
送付しています。

4　医療費負担のしくみや健康に関する認識を深めていただくため2カ月ごとに「医療費のお知らせ」を送付し
ています。

5　医療費適正化のリーフレットの配付などによる情報提供、マイナ保険証利用による適切な医療の提供を促進
しています。

○医療費節約のために被保険者の皆さんができること
1　かかりつけ医、かかりつけ薬局をもちましょう。  
2　同じ病気などで複数の医療機関で受診したり、何度も受診することはやめましょう。  
3　お薬手帳を医療機関や薬局に持参して、不必要な薬はもらわないようにしましょう。
4　ジェネリック医薬品への変更について医師や薬剤師に相談しましょう。  
5　1年に1度、特定健診を受診し、病気の早期発見・治療を心がけましょう。
6　交通事故、飲食店などでの食中毒、他人からの暴力などが原因で医療機関を受診をしたときは、月形町に届

出をしましょう。

国民健康保険からのお知らせ
医療費の適正化にご協力ください

くすり、いつ飲んでいますか？

ポリファーマシーとは？
　多くのくすりを服用しているために、副作用を起こしたり、きちんとくすりが飲めなくなったりしている状
態をポリファーマシーと言います。単に服用するくすりの数が多いことではありません。
ポリファーマシーの何が問題なの？
　くすりの数が増えると、くすり同士が相互に影響し合うこともあります。そのため、くすりが効きすぎてし
まったり、効かなかったり、副作用が出たりすることがあります。高齢になると、内臓の働きが弱くなり、く
すりを分解したり、排泄したりするのに時間がかかります。高齢者では、使っているくすりが６種類以上にな
ると、副作用を起こす人が増えるというデータもあります。
ポリファーマシー予防・解消のためには？
◆おくすり手帳を活用しましょう　
自分の処方されているくすりがわかるように、おくすり手帳は1冊にまとめておきましょう。医療機関を受診
するときや薬局に行くときは持参しましょう。
◆かかりつけの薬局や薬剤師を持ちましょう
　日頃から、かかりつけの医師や薬剤師を持って、処方されているくすりの情報を把握してもらっておくのが
安心です。使っているくすりは、必ず全部伝えましょう。くすり以外で毎日飲んでいる健康食品やサプリメン
トがある場合は、その情報も伝えましょう。
◆気になる症状は医師・薬剤師に相談しましょう
　くすりを飲んでいて、物忘れ、食欲低下、便秘など「なにか変だな」「いつもと違う」と感じたら必ず、医
師や薬剤師に相談しましょう。勝手にくすりをやめたり、減らしたりするのはよくありません。くすりによっ
ては、急にやめると病状が悪化したり、思わぬ副作用が出ることがあります。
　また、いつ頃から、どのような症状が出てきたのか、気になる症状をメモしておき、その情報を伝えましょう。

ポリファーマシーについて

問合せ先 住民課戸籍保険係☎ 53・2323　E メール :kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp
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◆ リフィル処方箋とは
　リフィル処方箋とは、長期間にわたって症状が安定している生活習慣病などの慢性疾患の患者に対し、医師
が最大3回、リフィル処方箋を発行し、診察を受けることなく、薬局で薬を受け取ることができる制度です。
通院にかかる負担の軽減と受診時の感染リスク低下などのメリットがあります。
◇1回当たりの投薬期間や総投薬期間については、医師が患者の状態などを踏まえて判断することになります。
◇投薬量に限度が定められている医薬品および湿布薬などの一部のくすりは、リフィル処方箋の対象外となっ

ています。
◇リフィル処方が可能かは医師にご確認ください。
◆ リフィル処方箋と分割調剤との違い
　１枚の処方箋で複数回薬を受け取る制度には、リフィル処方箋のほかに分割調剤というものもあります。
　分割調剤は、1回の処方薬を一度に受け取らずに最大3回に分けて受け取るというもので、長期保管が困難な
場合や、後発医薬品を初めて処方された場合などに、医師の指示に基づいて行われます。リフィル処方箋は1
つの処方箋で繰り返し同じ薬を受け取れる、分割調剤は1つの処方について数回に分けて受け取るという違い
があります。
◆ リフィル処方箋の使い方
　1回目は交付日から4日以内に薬局で調剤してもらいます。調剤後は、薬局からリフィル処方箋（原本）の返
却がありますので、なくさないよう保管してください。
　2回目以降は、リフィル処方箋に記載されている調剤予定日の前後7日以内に薬局で調剤してもらいます。
　医療機関の受診がありませんので、服用中に気になったことや症状の変化は薬剤師に相談してください。
必要な場合は、医療機関の受診をすすめてくれます。
　継続的な薬学的管理指導を受けるため、基本は同一の薬局で調剤してもらうことが推奨されます。

（注）リフィル処方箋には、「リフィル可」欄の医師のチェックが入っていないと利用できません。

リフィル処方箋について

問合せ先 住民課戸籍保険係☎ 53・2323　E メール :kokuho@town.tsukigata.hokkaido.jp

ご存じですか？

◆セルフメディケーションとは？
　平均寿命が長くなった現代、いかに毎日を健康的に生きるかが、幸せな生活を送る上でも重要になってきま
す。そこで注目されているのが「セルフメディケーション」です。これは「自分自身の健康に責任を持ち、軽
度な身体の不調は自分で手当すること」を意味しています。
◆セルフメディケーションの効果
　①毎日の健康管理の習慣が身につく　
　②医療や薬の知識が身につく　
　③医療機関で受診する機会が減少する
　④国民全体の医療費が抑制される
◆取り組み方法
　健康寿命を延伸するためには、自分の身体は自分自身で管理しなければなりません。しかし、現代人は日々
の忙しさから、頭痛や風邪などの体調不良を引き起こすこともあります。そんなときは、OTC医薬品を上手
に活用して、自らセルフメディケーションを図っていきましょう。具体的には、風邪が重症化する前に風邪薬
を飲む、小さな切り傷にばんそうこうを貼る、疲れた時にはビタミン剤を飲む、などが考えられます。
◆ OTC（Over The Counter）医薬品とは？
　薬局やドラックストアなどにおいて処方箋なしに購入できる医薬品のことです。今までは「市販薬」などと
呼ばれていましたが、2007年より呼称が統一されました。これに対して、医師が処方する医薬品は「医務用医
薬品」と呼ばれます。
◆セルフメディケーションを効果的に行うためには？
　セルフメディケーションの基本として、まずは自分の身体の状態を知ることが第一です。さらに、病気や薬
についての正しい知識を身につけることも大事です。自分が飲んでいる薬の記録などをつけることで、医師や
薬剤師などに自分の体質に合ったアドバイスも受けることが可能となります。そして、普段から適度な運動と
栄養バランスの良い食事を取り、十分な睡眠を確保し、自然治癒力を高めていきましょう。

セルフメディケーションについて
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問合せ先 企画振興課地域振興係☎ 53・2325　E メール :chiikishinko@town.tsukigata.hokkaido.jp

月形町地域公共交通だより 第 13 号

「おでかけハイヤー」の目的施設が、4カ所追加されました
　「おでかけハイヤー」の目的施設が、令和8年1月より、新たに4カ所追加され、計15施設となりました。
より便利になりましたので、ご利用ください。
　また、対象者であり、まだ利用者登録をされていない方がいましたら、ご登録のうえ、ご利用ください。
１　目的施設
　①月形駅
　②月形役場
　③エーコープ
　④月形郵便局
　⑤DCMニコット月形店
　⑥町立病院
　⑦交流センター
　⑧月形温泉
　⑨多目的研修センター
　⑩総合体育館
　⑪マンマルーナ
　⑫山﨑歯科医院（新）
　⑬北海道銀行月形支店（新）
　⑭はーと歯科クリニック（新）
　⑮はーとハイヤー（新）
２　利用時間
　【平日】午前9：00 ～午後5：00　【休日】土日祝日はご利用できません。
３　利用対象者
　　町内に居住し、次のいずれかに該当する方が対象です。
　　・75歳以上の方
　　・70歳以上で運転免許をお持ちでない方
　　・障がいをお持ちの方
４　定額運賃
　　片道400円/台（対象地区：北農場、市北、市南、赤川行政区にお住まいの方）
　　片道1,000円/台（対象地区：札比内、南耕地昭栄、知来乙、中和行政区にお住いの方）
５　利用方法
　⑴　登録申請　利用には登録申請が必要となります。申請書に必要事項を記入し、役場企画振興課窓　

口、またはお電話にて申請してください。申請後、登録者証を交付します。
　⑵　利用予約　はーとハイヤー（53・2088）へ電話し、電話予約の際に、「おでかけハイヤーを利用」

と伝えてください。
　⑶　乗　　車　行きは自宅から目的施設、帰りは目的施設から自宅のみとなります。
　　　　　　　　目的施設は、上記の15カ所となります。
　⑷　降　　車　降車の際に登録者証を提示し、定額運賃を支払ってください。
６　注意事項
　⑴　定額運賃内の場合は、実費となります。
　⑵　乗車後の寄り道はできません。自宅と目的施設の間のみの運行となります。
　⑶　行きと帰りの目的施設は、同一でなくても対象となります。
　　　　例）行き：自宅→月形役場　帰り：エーコープ→自宅
　※詳細、申請書などは、月形町ホームページをご確認ください 月形町ホームページ

月形駅

交流センター 町立病院 月形温泉

DCMニコット月形店
月形役場
エーコープ

月形郵便局
山﨑歯科医院（新）
北海道銀行月形支店（新）

はーと歯科クリニック（新）

マンマルーナ

総合体育館

多目的研修センター

はーとハイヤー（新）
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令和7年度月形町物価高騰に関する生活支援・経済支援一覧
　月形町では、国から交付される物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金（※）を活用し、エネルギー
や食料品価格などの物価高騰の影響を受けている生活者や、事業者を支援する取り組みを行っています。1
月までに決定された支援内容は、以下のとおりです。

※物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
「デフレ完全脱却のための総合経済対策」への対応として、地方公共団体が地域の実情に応じてきめ細や
かに必要な事業を実施できるよう、地方公共団体が作成した実施計画に基づく事業に要する費用に対し、
国が交付金を交付する。

� （令和８年１月１６日）
No 区分 対策・支援など 対象者 概　　要 開始時期 問合せ先

1 個人
物価高騰対策地
域振興商品券交
付事業

す べ て の 住
民 の 方（ 矯
正 施 設 入 所
者を除く）

　エネルギーや食料品価格などの物価高騰の影響により低迷
する個人消費の活性化および町民の生活支援として全町民へ
次のとおり地域振興商品券を交付します。
■配付要件
　令和8年1月1日時点で月形町に住民票がある方
■交付額
　世帯員全員に1人20,000円（500円×20枚つづりを2セット）
■交付方法　各世帯へ直接郵送　
■交付時期　令和8年3月中旬予定
■有効期限　令和8年6月下旬予定
■取扱可能店舗
　事業に参加する町内の事業所

令和8年3月
（予定）

企画振興課
商工観光係

2 個人
すこやか子育て
応援手当臨時給
付事業

町 内 の18歳
(高 校3年 生)
ま で の 児 童
の保護者

　国の重点支援地方交付金を活用し、国の物価高対応子育て
応援手当に上乗せ支給します。
■支給対象者
　物価高対応子育て応援手当給付事業の支給対象者
■支給内容
　対象児童1人につき2万円
■申請方法
・公務員の方：物価高対応子育て応援手当の申請があった方

に対し、申請不要で口座振込します。
・公務員以外の方：申請不要で、町から児童手当の振込口座

へ振り込みます。
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります

令和8年3月
（予定）

保健福祉課
地域福祉係

3 個人
物価高騰支援小
中学校給食費無
償化事業

児 童 生 徒 の
保護者

　エネルギー・物価高騰により影響を受けている子育て世帯
の家計負担を軽減することを目的に、小中学校の学校給食費
を無償化します。
　令和7年4月からの学校給食費を無償化します。

令和7年4月 教育委員会
学務係

4 個人
物価高騰対応こ
ども園給食費無
償化事業

花 の 里 こ ど
も 園 に 通 園
する3 ～ 5歳
児の保護者

　物価高騰で費用がかさむ子育て世帯に、町内唯一の保育・
教育施設である認定こども園の給食費を無償化します。 令和7年4月 保健福祉課

地域福祉係

5 個人 商品券発行事業 商品券購入者

　物価高騰の影響を受けている町民の生活支援および町内商
工業者の振興を図るため、町内で使用可能なプレミアム付き商
品券を発行します。
■プレミアム率　20％
■販売価格　1セット　10,000円
　（500円券×24枚入り12,000円分）
■有効期限
　令和8年2月28日
■取扱可能店舗
　事業に参加する町内の事業所

令和7年11月
（商品券は完
売しました）

企画振興課
商工観光係
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No 区分 対策・支援など 対象者 概　　要 開始時期 問合せ先

6 事業者
月形町農業資材
等物価高騰対策
支援事業

農業者

　農業資材などの高騰によって生産コストが増加している農
業者に対し、支援金を交付します。
■対象者
・令和6年中の農業収入が年間100万円以上あり、かつ令和7年

も継続して営農している個人または法人
・認定農業者または認定新規就農者若しくは農地を所有し、

農業収入で生計を成り立たせていると町長が認める方
■支給要件
・令和8年1月1日時点で月形町に住民票がある農業者
・営農を継続する意思があること
・町税の滞納がないこと
・農業を営むに当たって関連する法令および条例などを遵守

していること
■支援内容
　令和6年の農業収入に応じて2万円から10万円を交付します。
　農業収入　1千万円以上　10万円
　　　　　　300万円以上1千万円未満　5万円
　　　　　　100万円以上300万円未満　2万円
■申請方法
　郵送方式、窓口申請方式、電子メール方式のいずれか
■申請期限
　令和8年2月27日

令和8年2月
2日

農林建設課
農政係

7 事業者
医 療･福 祉 施 設
物価高騰支援事
業

町 内 に 所 在
す る 福 祉 施
設・ 医 療 関
係機関など

　物価高騰に大きな影響を受ける医療・福祉関係施設などに
対し、運営の安定を図るため支援金を支給します。
■対象　
（対象13法人24事業所）
　町内に所在する福祉施設、医療関係機関など
■交付額
・定員がある福祉施設など　定員×20千円
・定員のない福祉施設など　50千円
※自宅を使用しかつ基本的に利用者が事業所を訪れて使用す

ることのない福祉施設などは20千円
■申請方法・期限　
　別途対象の福祉施設などに連絡します
■支給対象者
　対象となる福祉施設などの長

令和8年1月 保健福祉課
高齢者支援係

8 事業者 公衆浴場物価高
騰対策支援金

株式会社
月形町
振興公社

　物価高騰および原油価格高騰の影響を大きく受けている公
衆浴場運営事業者に対し、事業の継続に向け支援金を交付し
ます。
■対象事業者
　令和7年4月1日時点で営業許可を受けている公衆浴場営業者
■支援内容
　原油価格高騰による負担増額分を補助する。（重油に限る）

令和8年2月
（予定）

企画振興課
商工観光係

9 施設 農業集落排水事
業会計繰出金

月形地区
終末処理場

　月形地区終末処理場に係る照明設備のLED化および機械設
備の制御装置を導入することで省エネ化およびコスト低減を
図り、下水道料金の増額改定を抑制します。
■内容
　月形地区終末処理場の照明設備LED化および機械設備の制
御装置（インバータ）を導入。

令和8年2月 住民課
生活環境係

10 施設 農業集落排水事
業会計繰出金

月形地区・
市南地区
終末処理場

　電力価格の高騰により経費が増大した農業集落排水事業会
計に対し、一般会計繰出金を充当することで、下水道料金の
増額改定を抑制します。

令和7年4月 住民課
生活環境係
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No 区分 対策・支援など 対象者 概　　要 開始時期 問合せ先

11 個人

住民税非課税世
帯等重点支援臨
時給付金給付事
業

令和6年度住
民 税 均 等 割
が 非 課 税 で
ある世帯

　価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい
低所得世帯に対し、給付金を支給しました。
■対象世帯
　令和6年12月13日時点で月形町に住民票がある世帯のうち、
令和6年度分住民税均等割が非課税である世帯。
□対象外
　世帯の全員が「住民税が課税されている人」の扶養親族など
である世帯。
■給付内容
　1世帯当たり3万円給付
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります

令和7年3月
(この事業は
完了しました)

保健福祉課
地域福祉係

12 個人

住民税非課税世
帯等重点支援こ
ども加算臨時給
付金給付事業

令和6年度住
民 税 均 等 割
が 非 課 税 で
あ る 子 育 て
世帯

　価格高騰の影響により特に家計への影響が特に大きい低所
得の子育て世帯に対し、給付金を支給しました。
■対象世帯
　住民税非課税世帯等重点支援臨時給付金の対象となった世
帯で、 令和6年12月13日時点において、18歳以下の児童（平成
18年4月2日以降に生まれた児童）がいる世帯、もしくは令和7
年7月31日までにお子さんが生まれた世帯。
■給付内容
　児童1人当たり2万円給付
※本給付金は、差押禁止および非課税の対象となります

令和7年3月
(この事業は
完了しました)

保健福祉課
地域福祉係

13 個人
定額減税補足給
付金（不足額給
付金）給付事業

令和6年に支
給 し た 調 整
給 付（ 当 初
給 付 分 ） の
支 給 額 に 不
足 が 生 じ た
方など

　物価高への支援として、令和6年分所得税額および定額減税
の実績額などが確定した後に、本来支給すべき支給額（調整
給付所要額）と調整給付金の支給額（当初調整給付額）に差
額が生じた方などへ、その差額として給付金を支給しました。
■対象者
　対象者①　令和6年に支給した調整給付（当初給付分）の算

定に際し、令和5年所得などを基にした推計額（令
和6年分推計所得税額）を用いて算定したことに
より、結果として支給額に不足が生じた方など

　対象者②　令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民
税額がいずれも0円の方、かつ令和5・6年度分の
非課税世帯（または均等割りのみ世帯）向け給
付金を、世帯主または世帯員として受給してい
ない方であって、青色事業専従者または事業専
従者の方・合計所得金額が48万円超である方な
ど

■給付内容
　対象者①　「不足額給付時における調整給付所要額」-「当

初調整給付時における調整給付所要額」
　対象者②　4万円（令和6年1月1日時点で国外居住者であっ

た場合は3万円）

令和7年8月
(この事業は
完了しました)

保健福祉課
地域福祉係
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